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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月６日 ０８時００分ごろ 

発生場所 富山県氷見
ひ み

市氷見港東北東方沖 

 氷見港唐島
からしま

灯台から真方位０７１°３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°５２.８′ 東経１３７°０３.３′） 

事故の概要  漁船春
しゅん

輝
こう

丸は、南西進中、また、プレジャーボートのぞみは、漂

泊中、両船が衝突した。 

 春輝丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、のぞみは、操舵室右舷外

板等に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  令和元年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 春輝丸、４.３７トン 

   ＩＫ３－１１１１５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.５８ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５２年６月２３日  

Ｂ プレジャーボート のぞみ、５トン未満 

   ２４２－１５２１８富山、個人所有 

   ５.４１ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成２年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

      免許登録日  平成１９年３月２日 

      免許証交付日 平成２８年１２月２８日 

            （令和４年３月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和６１年５月９日 

    免許証交付日 平成２８年９月５日 

           （令和４年３月３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 
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 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 操舵室右舷外板等に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 北流約０.５ノット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか一本釣り漁を行う目的で、

平成３１年２月６日０３時００分ごろ氷見港東北東方沖の漁場（以下

「本件漁場」という。）に向けて石川県能登町小木
お ぎ

漁港を出港した。 

 Ａ船は、０６時００分ごろ、本件漁場に到着し、周辺に約２００隻

の漁船等が操業している状況下、船首を南西方に向けて主機を運転し

た状態で漂泊し、操業を開始した。 

船長Ａは、操舵室で、右舷側の窓から顔を出して、いか釣機のワイ

ヤ（以下「いか釣ワイヤ」という。）の張る方向と左舷側に設置して

ある魚群探知機及びレーダーを交互に見ながら操業を続けた。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ Ａ船の配置 

船長Ａは、いか釣ワイヤの張る方向が斜めになったので、Ａ船が潮

流によってやや北方に流されたと思い、いか釣ワイヤの張る方向を真

下にする目的で遠隔装置を使用して主機を微速前進とし、南西方に向

け約１knの対地速力とした。 

Ａ船は、０８時００分ごろ、微速前進の状態で、船長Ａがいか釣ワ

イヤを確認しながら操業を続けていたところ、Ａ船の船首部とＢ船の

右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りを行う目的で、０６時００

分ごろ氷見港沖に向けて富山県伏木
ふ し き

富山港を出港した。 

 Ｂ船は、０６時３０分ごろ、氷見港沖に到着し、船長Ｂが機関を停

止したのち、パラシュート型シーアンカーを船首から投入し、船首を

北方に向けて漂泊した状態で左舷舷側から竿
さお

を出して釣りを開始し

た。（図２参照） 

 

 

 

 

魚群探知機 

窓 いか釣機 

船長Ａ レーダー 

主機遠隔装置 

操舵室 
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            図２ Ｂ船の配置 

 船長Ｂは、０８時００分ごろ、釣りをしていたところ、竿に漁獲物

が掛かった反応があり、竿の先端を見ながら、釣り糸を巻き上げてい

たところ、衝撃を感じ、Ｂ船の操舵室右舷側とＡ船の船首部とが衝突

したことを認めた。 

 船長Ｂは、後日、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故当時、１Ｍレンジに設定したレーダーを作動させ

ていたが、本件漁場周辺に多数の漁船等が操業している状況下でエコ

ートレイル（映像の移動方向と速度の目安となる残像表示）を有効に

しており、画面上に多数の船舶の残像が表示されて船舶の動きが判別

しづらい状態で操業していたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故発生前に周囲を確認したところ、最も近い船舶で

２０ｍ以上離れていたので、漂泊している船舶同士が急に接近するこ

とはないと思っていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、氷見港東北東方沖においてレーダーを適切に調整せずに南

西進中、船長Ａが、いか釣ワイヤの確認に意識を向けた状態で微速前

進としたことから、前路で漂泊しているＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｂ船は、氷見港東北東方沖において船首を北方に向けて漂泊中、船

長Ｂが、釣り糸の巻き上げに意識を向けて漂泊を続けたことから、接

近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、氷見港東北東方沖において、Ａ船がレーダーを適切に調

整せずに南西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、いか釣ワイヤの確認に

意識を向けた状態で微速前進とし、また、船長Ｂが釣り糸の巻き上げ

に意識を向けて漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

操舵室 パラシュート型シーアンカー 船長Ｂ 
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 ・微速で航行する場合であっても、周囲を確認するなど適切な見張

りを継続すること。  

 ・漂泊中であっても、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・レーダーは、適宜、エコートレイルの調整及び短距離レンジに切

り替えるなどして適切な調整を行うこと。  

 ・事故発生の際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 
（平成３１年２月６日 
０８時００分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※船側のいか釣機は、外してある状態 


